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平成２３年度事業計画 
（平成２３年５月１日～平成２４年４月３０日） 

 

政府が平成２２年３月３０日閣議決定した「消費者基本計画」において、景品表示法の厳正な運

用と執行体制の拡充や、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及

び事業者間の公正な競争を確保するため、公正競争規約の積極的な活用、円滑な運用が行われるよ

う関係団体等を支援することなどが掲げられている。 

このような中で、本年度は、以下の諸施策を基本に置き、製造業部会及び小売業部会の両部会が

連携しつつ、それぞれの部会固有の事業を効果的・積極的に推進するものとし、その推進に当たっ

ては消費者の視点に立って、規約本来の目的である、消費者の自主的、かつ合理的な選択に資する

とともに、取引の公正化を促進し、もって国民生活の安定と業界の健全な発展に寄与することとす

る。 

 また、公益法人改革によって必要とされる組織、制度及び定款等の検討を進め、「公益社団法人」

の認定に向けた具体的検討を図ることとする。 

 なお、当協議会は、本年３月１１日に発生した東日本大震災により被災された会員及び会員の東

北地区構成員の皆様へのお見舞いするとともに、被災地の一日も早い復旧・復興を祈念するところ

である。また、この機に乗じて一般消費者の商品選択を誤らせるような行為や競争制限的な行為が

行われないよう十分注意するとともに、節電対策等会員の社会公共的な事業活動が円滑に行われる

ように留意することとする。 

 

第１ 事業計画の概要 

 

    Ⅰ 規約の厳正かつ適正な運用等 

次のとおり、規約の厳正かつ適正な運用を図る。 

１ 製造業表示規約の周知徹底・普及促進、被疑事案の調査・是正指導 

２ 景品規約の周知徹底・普及促進、被疑事案の調査・是正指導 

３ 小売業表示規約の周知徹底・普及促進、被疑事案の調査・是正指導 

４ 規約の厳正かつ適正な運用に資する諸施策 

（１）消費者モニター制度の運営及び消費者懇談会の開催 

（２）メーカー希望小売価格の表示の適正化と撤廃情報の周知 

（３）事業活動の広報の推進 

（４）部会間、支部間の連携 

（５）関係官公庁等との連携 
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Ⅱ 公正な取引の推進 

  １ 独占禁止法、景品表示法等のセミナーを開催し、会員の遵法活動を促進する。 

  ２ 独占禁止法や関連する法令について、具体的な調査、研究を行い、会員の遵法活動等を促

進する。 

 

 Ⅲ 公益法人制度改革等への対応 

   平成２０年１２月１日に公益法人改革３法が全面的に施行され、現行公益法人からの移行期

間が同日以降５年間（平成２５年まで）であることとされていることを踏まえ、家電公取協と

して移行のための対応を図る。すなわち、目的、事業、機関、財務など現状を総点検して課題

の対応を図り、平成２４年５月移行に向け、本年度中に移行申請に必要な諸手続きを実施する

こととする。 
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第２ 製造業部会の事業計画 

    

Ⅰ 規約の厳正かつ適正な運用等 

１ 製造業表示規約の改正及び同規約の周知徹底・普及促進、違反被疑事案の調査、是正指導 

（１） 規約の目的とするところを一層実現するため、規約の関係規定及び運用基準等の見

直しを積極的に推進するとともに必要に応じ、詳細解説や留意点等を作成し、規約の

理解促進に資する。 

（２） 規約の遵守状況を確認するとともに、違反被疑事案については迅速に調査を行い、

厳正かつ適切な措置を講ずる。 

（３） 違反被疑事案のより一層の手続きの適正化及び透明性を図るため、違反被疑事案の

事務処理に関する規則の制定を図る。 

（４） 広告・表示にかかわる業界全体の課題について調査、研究を行い、必要に応じて新

たな基準の策定を推進する。 

（５） 消費者関連法令等の動向をフォローし、必要な対応を行う。 

 

２ 景品規約の改正及び同規約の周知徹底・普及促進、違反被疑事案の調査、是正指導 

（１） 景品規約遵守体制強化月間の実施及び遵守体制の定着化により、違反行為の未然防

止を図るとともに、違反被疑事案については迅速に調査を行い、適切な措置を講ずる。 

（２） 事例の研究と事例集の作成を行う。 

（３） 規約の周知徹底のため、研修会を積極的に開催する。 

（４） 規約の運用に当たっては、小売業部会と連携を図る。 

 

３ 規約の厳正かつ適正な運用に資する諸施策 

（１） 消費者モニター制度の運営及び消費者懇談会等の開催 

規約の効果的な運用に資するため、消費者モニター制度、消費者懇談会等を活用す

ることとし、これらにより消費者の意見を聴取する。 

（２）メーカー希望小売価格の表示の適正化と撤廃情報の周知 

 毎月、会員各社の価格撤廃となった、過去一年分の価格撤廃商品一覧表をホームペ

ージに掲載し、小売事業者に周知することにより、不当な二重価格表示の防止に努め

る。    

（３） 広報活動の推進等 

協議会の会報「家電公取協ニュース」については、平成２０年８月の第９７号から 

電子化を実現したが、電子化による読者の拡大、迅速性･適時性の向上、コストメリ
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ット等を更に追求する。 

また、協議会の会報（「家電公取協ニュース」及び「家電公取協の活動報告」）、ホー 

ムページ等を通じ、規約の運用状況等部会活動の積極的な広報と説明を図る。 

（４） 支部との連携の強化並びに小売業部会との連携・協力等 

① 全国支部長会議及び支部活動連絡会議を定期的に開催し、本部と支部の連絡調整

を緊密に行い、支部との連携の強化を図る。 

② 景品規約、及び小売業部会が運用する小売業表示規約の一層の周知徹底、普及促

進に協力する。 

③ 小売業部会の「運営委員会」、「本部規約指導委員会」等の活動を支援し、併せて

各種調査事業等に協力する。 

④ 支部での「正しい表示 店頭キャンペーン」等の実施に協力する。 

（５） 関係官公庁及び関係団体との連携強化等 

① 規約の運用に当たっては、消費者庁、（公正取引委員会）との懇談会を随時開催す

るなど関係官公庁と連携を密にして行う。 

② 経済産業省等の関係官公庁及び都道府県の担当部署との連携を密にする。 

③ その他、関係団体との連携を強め、意見交換を行う。 

    

Ⅱ 公正な取引の推進 

１ メーカー派遣員    

（１） 独占禁止法の改正に伴い、「メーカー派遣員に関する独占禁止法上の考え方」等を含

め、「メーカー派遣員に関する運用の手引き」所収の内容を改定するとともに、メーカ

ー派遣員の識別マークの完全適正着用を推進し、より消費者の適正な商品選択に寄与

するものとする。 

（２） 独占禁止法、労働関係法令等を遵守する観点から、メーカー派遣員の質的改善を図

るための諸施策を推進する。また、独占禁止法上等の問題となることを未然に防止す

るための必要な調査、研究を行う。 

（３） 派遣の実態及び識別マーク着用状況等を把握するため、引き続き全国規模の調査及

び各種実態調査を推進する。 

    

２ 公正取引に関する法令の研究、普及 

（１） 独占禁止法・景品表示法等のセミナ－を開催し、会員の遵法活動を促進する。 

（２） 独占禁止法や関連する法令について、具体的な調査、研究を行い、会員の遵法活動

等を促進する。 
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 Ⅲ 公正な取引の推進 

  １ 独占禁止法、景品表示法等のセミナーを開催し、会員の遵法活動を促進する。 

  ２ 独占禁止法や関連する法令について、具体的な調査、研究を行い、会員の遵法活動等を促 

進する。 

 

 Ⅳ 公益法人制度改革等への対応 

   平成２０年１２月１日に公益法人改革３法が全面的に施行され、現行公益法人からの移行期

間が同日以降５年間（平成２５年まで）であることとされていることを踏まえ、家電公取協と

して移行のための対応を図る。すなわち、目的、事業、機関、財務など現状を総点検して課題    

の対応を図り、平成２４年５月移行に向け、本年度中に移行申請に必要な諸手続きを実施する

こととする。 
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第３ 小売業部会の事業計画 

 

Ⅰ 規約の厳正かつ適正な運用等 

１ 小売業表示規約及び景品規約の改正並びに同両規約の周知徹底・普及促進、被疑事案の調

査、是正指導 

 （１） 平成２１年１月１６日に変更の認定を受けた小売業表示規約・施行規則等の周知を

図り、一層適切な表示を推進する。また規約の施行後２年を経過したこと等に伴い表

示規約の見直しの検討を進める。 

（２） 規約違反被疑事案については、迅速に調査を行い、厳正かつ適切な措置を講ずる。 

（３） 規約の啓発と違反の未然防止・再発防止を図るため、行政と緊密に連携した「正し 

い表示 店頭キャンペーン」を積極的に展開する。 

（４） 小売業表示規約違反に関する調査事業を実施し、小売業表示規約違反の効果的な実 

態把握と調査結果に基づく是正活動を推進する。 

（５）  非会員事業者に対し、規約の趣旨遵守への協力要請と加入促進を図る。 

 

 ２ 規約の厳正かつ適正な運用に資する諸施策 

 （１） 支部活動の内容の見直し 

① 支部活動の事業内容を見直し、支部活動の適切な運営を推進する。 

② 支部独自の規約違反調査を実施し、併せて「支部規約指導委員会」を定期的に開催 

し、規約違反に対する指導、是正措置等の効果的な活動を展開する。 

③  製造業部会と小売業部会とで運用する景品規約に関し、支部を通じ会員への周知、 

ＰＲ活動を行う。 

（２） 消費者の意見の聴取、広報活動 

① 規約の効果的な運用に資するため、消費者モニター制度、消費者懇談会等を活用す

ることとし、これらにより消費者の意見を聴取する。 

② 協議会の会報（｢家電公取協ニュース」及び「家電公取協の活動報告｣）、ホームペ

ージ等を通じ、規約の運用状況等部会活動の積極的な広報と説明を図る。 

（３） 官公庁との連携強化等 

規約の運用に当たっては、消費者庁（公正取引委員会）及び各都道府県の景品表示

法担当部署との連携を密にし、「正しい表示 店頭キャンペーン」、「規約研修会」、「消

費者懇談会」等の円滑な実施を図る。 
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Ⅱ 公益法人制度改革等への対応 

   平成２０年１２月１日に公益法人改革３法が全面的に施行され、現行公益法人からの移行期

間が同日以降５年間（平成２５年まで）であることとされていることを踏まえ、家電公取協と

して移行のための対応を図る。すなわち、目的、事業、機関、財務など現状を総点検して課題

の対応を図り、平成２４年５月移行に向け、本年度中に移行申請に必要な諸手続きを実施する

こととする。 

 

以上 

 

 

 

 


